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滑川市役所　〒936-8601 滑川市寺家町104 ☎475-2111 くらしの情報

広告 広告

　経済センサス‐基礎調査・商業統計調
査にご協力をお願いします！
　７月１日現在で、全国一斉に
『平成 26年経済センサス‐基礎
調査と平成 26年商業統計調査』
が実施されています。

　本調査は、全国すべての事業所および企業が調査
の対象になります。調査の実施にあたっては、調査
員がお伺いしていますが、調査票の記入はお済みで
すか？　また、調査員が調査票の受け取りのため、
皆さんの事業所にお伺いした際は、必ず「調査員証」
を携帯している調査員にお渡しください。
　なお、調査票に記入していただいた内容について
は、統計法に基づき秘密が厳守されますので、安心
してご協力をお願いします。
　皆さんの調査へのご理解・ご協力をよろしくお願
いします。

問合せ先　総務課（内線２１７）

広告

初夏のクマにご注意ください！
　新緑の時期が過ぎて、柔らかい葉や茎が食べられな
くなる初夏はクマにとっては食物が乏しい季節です。
　同時に、発情期でもあるため活動的で、広い範囲
を足早に行動します。そのため、人と出会う機会も
多く、人身事故につながることもあります。
　これから山に出かける方は、クマの被害に遭わな
いよう、次のことにご注意ください。

※クマを目撃したり痕
こんせき

跡を見つけた場合は、直ちに
　下記へ連絡してください。

　　　問合せ先　農林課（内線３５３)
　　　　　　　　滑川警察署　☎４７５－０１１０

◆クマが行動する朝夕は山中に入らない。
◆単独行動を避け、グループで行動する。
◆鈴やラジオなどを携行し、音を鳴らすなどして、
　クマに自分の存在を知らせる。
◆子グマを見たらそっと立ち去る。
◆山菜採りはほどほどにする。

と
　
き
　
７
月
６
日
㈰
　
午
前
５

　
時
～

と
こ
ろ
　
上
大
浦
地
内
　
上
大
浦

　
公
民
館
付
近
一
帯

　
こ
の
訓
練
で
は
、
午
前
５
時
に

市
内
全
域
に
サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
ま

す
。
ま
た
、
消
防
車
や
救
急
車
が

サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
て
走
り
ま
す

の
で
、
火
災
や
事
故
と
間
違
え
な

い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　
富
山
県
東
部
消
防
組
合

　
滑
川
消
防
署

　
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０

夏
季
消
防
総
合
訓
練

　
消
防
署
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い

て
、
消
防
団
対
抗
実
戦
操
法
大
会

を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
観
覧

を
、
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

と
　
き
　
７
月
６
日
㈰
　
午
前
６

　
時
～

と
こ
ろ
　
消
防
署
グ
ラ
ウ
ン
ド

▼
問
合
せ
先

　
富
山
県
東
部
消
防
組
合

　
滑
川
消
防
署

　
☎
４
７
５
‐
０
１
８
０

消
防
団
実
戦
操
法
大
会

消
防
署
よ
り

　
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
家
屋
は

急
速
に
老
朽
化
が
進
み
ま
す
。
そ

の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
近
隣
住
民

に
危
険
を
及
ぼ
し
た
り
、
不
法
侵

入
や
放
火
な
ど
の
犯
罪
の
温
床
と

な
り
ま
す
。

　
空
き
家
を
放
置
し
て
生
活
環
境

が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
、
所
有
者

ま
た
は
管
理
者
は
定
期
的
に
様
子

を
確
認
す
る
な
ど
、
責
任
を
持
っ

て
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

▼
問
合
せ
先

　
生
活
環
境
課（
内
線
３
３
１
・
３
３
２
）

空
き
家
の
管
理
を
し
ま
し
ょ
う

　
市
で
は
使
用
済
小
型
家
電
の
回

収
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
内
の
資

源
ご
み
拠
点
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お

持
ち
込
み
く
だ
さ
い
。

対
象
製
品
　
小
型
廃
家
電
全
般
　

　（
電
子
レ
ン
ジ
・
プ
リ
ン
タ
ー
・

　
ワ
ー
プ
ロ
・
ゲ
ー
ム
機
な
ど
）

※
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
、
パ
ソ
コ
ン

　
リ
サ
イ
ク
ル
対
象
製
品
は
対
象
外

受
入
場
所

①
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
（
高
塚
20
番
地
）

　
毎
週
火
曜
～
日
曜
日

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
☎
４
７
５
‐
１
１
１
９

②
勤
労
者
会
館

使
用
済
小
型
家
電
の
回
収

を
行
っ
て
い
ま
す

　
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
期
間

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と

き
に
比
べ
、
将
来
受
け
取
る
老
齢

基
礎
年
金
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
こ
の
免
除
承
認
期

間
に
つ
い
て
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

後
で
古
い
期
間
か
ら
順
に
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き

ま
す
。

　
追
納
す
る
場
合
は
、
保
険
料
免

除
の
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降

に
保
険
料
を
追
納
す
る
と
、
承
認

を
受
け
た
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追
納

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

必
要
な
物
　
年
金
手
帳
（
ま
た
は

　
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）、
印
鑑

▼
手
続
き
・
問
合
せ
先

　
市
民
課
（
内
線
３
１
４
）

　
魚
津
年
金
事
務
所

　
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

に
つ
い
て

　
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き
・
問
合
せ
先

　
市
民
課
（
内
線
３
１
４
）

　
魚
津
年
金
事
務
所

　
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４

　
①
20
歳
前
の
障
が
い
に
よ
り
障

害
基
礎
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
と
、
②
障
害
福
祉
年
金
か
ら
切

り
替
わ
っ
た
障
害
基
礎
年
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
毎
年
７
月

が
「
現
況
届
」
の
提
出
月
で
す
。

　
７
月
初
旬
に
、
日
本
年
金
機
構

富
山
事
務
セ
ン
タ
ー
か
ら
現
況
届

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
し
、
７
月
31
日
㈭
ま
で

に
、
市
民
課
年
金
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
診
断
書
付
き
の
現
況
届
が
送
付

さ
れ
て
き
た
方
は
、
医
師
に
診
断

書
を
記
載
し
て
い
た
だ
い
た
う
え

で
、
現
況
届
と
一
緒
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
現
況
届
の
提
出
が
な
か
っ
た
り

　
遅
れ
た
り
し
た
場
合
は
、
年
金

　
の
支
払
い
が
一
時
差
し
止
め
と

　
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
①
・
②
の
年
金
が
全
額
支
給
停

　
止
に
な
っ
て
い
る
方
や
、
受
給

　
し
始
め
て
か
ら
１
年
を
経
過
し

　
て
い
な
い
方
は
提
出
の
必
要
が

　
あ
り
ま
せ
ん
の
で
現
況
届
は
送

　
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
①
・
②
以
外
の
障
害
年
金
を
受

　
け
て
い
る
方
は
、
誕
生
月
が
現

　
況
届
の
提
出
月
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
申
告
義
務
の
あ
る
方
で
所
得
の

　
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者
の
方
へ

～
現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
～

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
か
ら
国
民

年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
本
人
・
配
偶
者
・

世
帯
主
の
前
年
の
所
得
で
審
査
さ

れ
ま
す
。

　
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
前
年
度

中
の
失
業
な
ど
に
よ
り
特
例
の
承

認
が
受
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
失
業
（
退
職
）
し
た
こ

と
に
よ
り
申
請
を
行
う
場
合
は
、

雇
用
保
険
受
給
者
証
の
写
し
や
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
の
写
し

を
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
過
去
２
年
（
２
年
１
カ

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

災害情報配信サービス
　気象情報などの防災関連情報や市内で発生した火災
情報を 24時間、メールでお届けします！市のホーム
ページ、もしくは右のＱＲコードからモバイルページ
（携帯版ホームページ）にアクセスして、配信登録を
してください。

　　　 問合せ先　総務課（内線２１２）

月
）
ま
で
遡
っ
て
免
除
申
請
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
原

則
毎
年
度
の
申
請
が
必
要
で
す
。

※
申
告
義
務
の
あ
る
方
で
所
得
の

　
申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

　
免
除
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注

　
意
く
だ
さ
い
。

必
要
な
物
　
年
金
手
帳
（
ま
た
は

　
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
）、
印

　
鑑
、
失
業
特
例
に
よ
る
申
請
の

　
場
合
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

　
証
や
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

　
票
な
ど
の
写
し

▼
手
続
き
・
問
合
せ
先

　
市
民
課
（
内
線
３
１
４
）

　
魚
津
年
金
事
務
所

　
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
４
９
４

年 

金

　
毎
月
第
４
水
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

③
西
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　
毎
月
第
４
水
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

④
㈱
公
生
社（
栗
山
３
５
９
６
番
地
）

　
毎
週
月
曜
～
金
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
☎
４
７
７
‐
１
１
１
４

▼
問
合
せ
先

　
生
活
環
境
課（
内
線
３
３
１・３
３
２
）


